
２ 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等の女性の登用状況

女性 女性
うち女性委員を含 うち女性委員等 比率 うち女性委員 うち女性委員 比率
む数（広域除く） 数（広域除く） （％） を含む数 等数 （％）

1 前 橋 市 48 35 803 176 21.9% - - - - -

2 高 崎 市 58 49 971 255 26.3% - - - - -

3 桐 生 市 43 26 560 77 13.8% - - - - -

4 伊勢崎市 43 35 737 155 21.0% - - - - -

5 太 田 市 29 24 489 110 22.5% - - - - -

6 沼 田 市 20 12 353 35 9.9% 2 2 38 15 39.5%

7 館 林 市 31 21 328 67 20.4% 4 2 107 23 21.5%

8 渋 川 市 26 20 432 90 20.8% 1 1 31 11 35.5%

9 藤 岡 市 28 22 546 96 17.6% 1 1 30 10 33.3%

10 富 岡 市 27 20 365 71 19.5% 2 2 30 8 26.7%

11 安 中 市 22 15 300 57 19.0% - - - - -

12 みどり市 17 16 232 55 23.7% - - - - -

13 榛 東 村 9 8 151 21 13.9% - - - - -

14 吉 岡 町 30 12 255 24 9.4% - - - - -

15 上 野 村 8 5 83 16 19.3% - - - - -

16 神 流 町 27 13 252 51 20.2% - - - - -

17 下仁田町 9 4 105 8 7.6% - - - - -

18 南 牧 村 10 7 84 17 20.2% - - - - -

19 甘 楽 町 5 4 49 4 8.2% - - - - -

20 中之条町 48 9 274 18 6.6% 2 1 30 4 13.3%

21 長野原町 11 8 107 15 14.0% 1 1 78 15 19.2%

22 嬬 恋 村 14 9 229 34 14.8% - - - - -

23 草 津 町 14 7 190 25 13.2% - - - - -

24 高 山 村 13 10 129 21 16.3% - - - - -

25 東吾妻町 13 8 141 17 12.1% - - - - -

26 片 品 村 8 7 86 11 12.8% - - - - -

27 川 場 村 14 7 171 20 11.7% - - - - -

28 昭 和 村 12 8 157 28 17.8% - - - - -

29 みなかみ
町

5 2 55 6 10.9% - - - - -

30 玉 村 町 27 22 313 66 21.1% - - - - -

31 板 倉 町 10 5 180 19 10.6% - - - - -

32 明 和 町 12 8 218 22 10.1% - - - - -

33 千代田町 13 10 152 30 19.7% - - - - -

34 大 泉 町 49 38 703 210 29.9% - - - - -

35 邑 楽 町 19 13 267 58 21.7% - - - - -

（平成25年4月１日現在）

※法令・条例で設置されている地方自治法に基づく審議会等です。

①要綱等により設置されているものは含みません。

②女性委員のいない審議会等も含みます。

③介護認定審査会等複数の自治体を含む広域圏で設置している審議会等がある場合は、右側の欄に記入しています。

総委員数

（広域除く） （広域除く） （広域のみ）
市町村

審議会等数 総委員数 審議会等数

43


